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衆
議
院
議
員
青
山
雅
幸
君
提
出
中
部
電
力
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
新
規
制
基
準
適
合
性
審
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る

答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六

十
六
号
）
及
び
同
法
の
規
定
に
基
づ
く
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
等
に
定
め
る
基
準
（
以
下
「
新
規
制
基
準
」
と
い
う
。
）

に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
お
り
、
具
体
的
に
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準

に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
五
年
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五
号
）
第
三
条
第
三
項
に
お
い
て
、
「
耐
震
重
要
施
設
は
、

変
位
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
地
盤
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ

の
附
属
施
設
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
解
釈
（
平
成
二
十
五
年
六
月
十
九
日
原
子
力
規
制
委
員
会

決
定
）
別
記
一
に
お
い
て
、
「
「
変
位
」
と
は
、
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
層
等
が
活
動
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
盤

に
与
え
る
ず
れ
を
い
う
」
、
「
上
記
の
「
将
来
活
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
断
層
等
」
と
は
、
後
期
更
新
世
以
降
（
約
十
二
〜

十
三
万
年
前
以
降
）
の
活
動
が
否
定
で
き
な
い
断
層
等
と
す
る
。
そ
の
認
定
に
当
た
っ
て
、
後
期
更
新
世
（
約
十
二
〜
十
三

万
年
前
）
の
地
形
面
又
は
地
層
が
欠
如
す
る
等
、
後
期
更
新
世
以
降
の
活
動
性
が
明
確
に
判
断
で
き
な
い
場
合
に
は
、
中
期

一



更
新
世
以
降
（
約
四
十
万
年
前
以
降
）
ま
で
遡
っ
て
地
形
、
地
質
・
地
質
構
造
及
び
応
力
場
等
を
総
合
的
に
検
討
し
た
上
で

活
動
性
を
評
価
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。

二
及
び
五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
新
規
制
基
準
に
係
る
適
合
性
審
査
を
実
施
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
断
層
の
大
小
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
新
規
制
基
準
に
つ
い
て
は
、
一
に

つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
政
府
の
・
・
・
策
定
結
果
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
「
中
部
電

力
浜
岡
原
子
力
発
電
所
の
「
基
準
津
波
」
」
に
つ
い
て
は
、
原
子
力
規
制
委
員
会
に
お
い
て
、
新
規
制
基
準
に
係
る
適
合
性

審
査
を
実
施
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
時
点
で
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二


